
船舶事故調査報告書 

平成２９年１０月１８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚  

発生日時 平成２９年６月２７日 １２時００分ごろ 

発生場所 大分県佐伯
さ い き

市米水津
よ の う ず

湾 

 小浦
こ う ら

三等三角点から真方位０２０°９５０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°５５.５′ 東経１３２°００.５′） 

事故の概要  漁船第五蛭子
え び す

丸は、錨泊中、岩場に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２９年６月２９日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第五蛭子丸、０.４トン 

 ０Ｔ３－５６４８８、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 右舷船尾部外板に破口を伴う擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、米水津湾奥の岩場から約５ｍ離れ

た水深１ｍの釣り場で、約５kg のダンフォース型錨を降ろして錨泊

し、魚釣りを開始した。 

本船は、沖からの波高約１.０ｍの波に船体が持ち上げられて移動

し、岩場に乗り揚げた。 

船長は、岩と岩との間の入り江状のところに船体が乗って安定した

ので、しばらく様子を見ていたところ、右舷船尾部外板に破口が生じ

て浸水していることに気付き、岩場に上陸して海上保安庁に本事故の

発生を通報した。 

本船の喫水は、船首約０.２ｍ、船尾約０.８ｍであった。 

船長は、救命胴衣を着用していた。 

船長は、本事故当時、錨を効かせるという意識はなく、少しでも風

波等の抵抗になればよいと思って投錨していた。 

分析  本船は、岩場の至近で錨泊していたことから、波高約１.０ｍの波

に持ち上げられた際、移動して岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、岩場の至近で錨泊していたため、波高約１.０

ｍの波に持ち上げられた際、移動して岩場に乗り揚げたものと考えら

れる。 
 


